
 

 

 

 

 

 

 

令和８年度多肥小学校横断歩道橋定期点検業務委託 

 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

令和８年 ５ 月 

 

  



 - 1 - 

  

本仕様書は、高松市が行う「令和８年度多肥小学校横断歩道橋定期点検業務委託」（以下「本業務」

という。）に適用するものとする。 

 

（業務目的） 

第１条 本業務は、高松市（以下「発注者」という。）が管理する横断歩道橋１橋の定期点検を行

うことを目的とする。 

（業務期間） 

第２条 業務の履行期間は、契約締結の日から令和８年８月３１日までとする。 

（業務場所） 

第３条 業務場所は、「高松市多肥下町地内」を対象とする。 

（仕様書の適用） 

第４条 本業務の本仕様書のほか、次の技術基準書に従い履行するものとする。 

（１）横断歩道橋定期点検要領 令和６年３月 （国土交通省 道路局） 

（２）その他関係技術基準 

（法令等の遵守） 

第５条 受注者は、本業務の実施に当たり、関連する法令を遵守し、常にコンサルタントとして

の中立性を保持しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第６条 受注者は、本業務の一部又は全部を再委託してはならない。 

（業務工程の管理） 

第７条 受注者は、本業務契約後、速やかに詳細な作業計画書を提出しなければならない。 

本業務の履行中、作業工程に変更が生じた場合は調査職員に報告し、承認を得た上で、変更作 

業計画書を提出すること。 

  



 - 2 - 

（安全管理について） 

第８条 受注者は、交通切替又は交通規制を行う場合は、下記の「交通誘導警備員の配置基準」

に基づき所定の交通誘導警備員を適切に配置しなければならない。 

なお、受注者は、事前に、交通誘導警備員の資格等を証する資料を調査職員等に提出し、確

認を受けなければならない。 

【交通誘導警備員の配置基準】 

(交通誘導警備員の資格等区分) 

① …交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 

② …警備指導教育責任者資格証取得者 

③ …交通誘導に関し専門的な教育を受けた警備員（注２） 

（業務の区分） 

・特定の種別の警備業務（注１） 

原則、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を必要人数

配置するものとする。ただし、①の者を必要人数配置できない場合は、交通誘導警備業務

を行う場所ごとに①の者を１名以上、その他の警備員は、②又は③の者も認める。 

・特定の種別以外の警備業務 

原則、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員、二級検定合格警備員又は警備指導

教育責任者資格証取得者を必要人数配置するものとする。ただし、①又は②の者を必要人

数配置できない場合は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに①又は②の者を１名以上、そ

の他の警備員は、③の者も認める。 

注１：特定の種別の警備業務とは、高速自動車国道法に規定する高速自動車国道、道路法に規定

する自動車専用道路、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認

めるもの（注 3）において行うものをいう。 

注２：交通誘導に関し専門的な教育を受けた警備員とは、香川県警備業協会が行う講習を修了し

た者又は交通誘導に関し警備業法に基づく教育を受けた者をいう。 

注３：都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認めるものとは、香川県

公安委員会が告示した下記の路線において行うものをいう。 

国道（３路線）…国道 11号、国道 32号、国道 377号 

主要地方道（４路線）…県道高松長尾大内線、県道三木国分寺線、県道高松善通寺線、

県道三木綾川線 

一般県道（４路線）…県道太田上町志度線、県道川東高松線、県道檀紙鶴市線、県道高

松志度線 

その他（１路線）…通称さぬき浜街道（高松市寿町１丁目３番６地先を起点とし、観音

寺豊浜町姫浜 905番１地先を終点とする路線） 

（業務範囲） 

第９条 本業務には、関係機関との協議及び調査職員が指示する検討書の作成を含むものとする。 

（業務完了） 

第１０条 本業務は、全ての提出書類を納入し、本市検収員の検収合格をもって完了とする。 
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（提出書類） 

第１１条 本業務の成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（書面） Ａ４判 １部 

（報告書等にＡ３判を折り込んでも良い。） 

（２）報告書（電子媒体） 一式 

（３）横断歩道橋記録様式（電子媒体） 

※国土交通省-道路局「道路の老朽化対策」 

Excel形式 一式 

（道路法７７条調査報告書） 

（４）その他必要書類 Ａ４判 

 また、全国道路施設点検データベースへカルテ（点検調書）の登録をすること。 

（不当要求行為の排除対策） 

第１２条 受注者は、「高松市発注の建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱」に基づき、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）暴力団等（暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団関係者（暴力団員（同法第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、

その組織の威力を背景として同法第２条第１号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若

しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しく

は関与するものをいう。）その他不当要求行為を行う全ての者をいう。以下「暴力団等」と

いう。）から不当要求行為（不当又は違法な要求その他この契約の適正な履行を妨げる一切

の不当又は違法な行為をいう。以下「不当要求行為」という。）を受けた場合は、毅然とし

て拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

（２）暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに、

所轄の警察署に被害届を提出すること。 

（３）受注者の下請業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を

受けた場合は、受注者に報告するよう下請業者を指導すること。また、下請業者から報告

を受けたときは、発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

（労働関係法規の順守及び適正な労働条件の確保） 

第１３条 労働関係法規を遵守及び適正な労働条件の確保に関しては、次によること。なお、（５）

以外は法定事項である。 

(１) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たっては、

就労の実態を踏まえ、完全週休２日制の導入や１日の労働時間を縮減する等、法定労働時間

の週４０時間（特例措置の適用を受ける事業にあっては、週４４時間）を遵守すること。ま

た、時間外、休日及び深夜（午後１０時から翌日の午前５時まで）に、労働させた場合にお

いては、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。 

(２) 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対

して、最低１０日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者についても、

所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

(３) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付

すること。 
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 (４) 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延等

の事態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めるところにより

最低賃金額以上の額を支払うこと。 

(５) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に従い

加入すること。なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、国民健康

保険及び国民年金に加入するよう指導すること。 

(６) (１)から(５)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を

遵守すること。 

（費用の負担） 

第１４条 本業務に伴う必要な費用は、原則として、受注者の負担とする。 

（損害賠償） 

第１５条 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故に対して、一切の責任を負い、発注者に発生

原因、経過及び被害の内容を速やかに報告するものとする。また、損害賠償等の請求があった

場合は、一切を受注者において処理するものとする。 

（参考資料の貸与） 

第１６条 発注者は、事業の遂行に必要な関係資料等を、所定の手続きによって貸与するが、受

注者は、その取扱い及び保管を慎重に行い、業務上必要であっても発注者の承諾なくして複製

してはならない。 

また、業務完了後、速やかに発注者へ貸与された資料を返納するものとし、破損並びに減失、

盗難等のないように慎重に取扱わなければならない。 

（参考文献等の明記） 

第１７条 文献その他の資料を引用した場合は、その文献名又は資料名等を明記するものとする。 

（市の内部公益通報制度） 

第１８条 売買、貸借、請負その他の契約を市との間で締結し専ら当該契約に係る業務、事務等

の履行中において、法令等に違反する事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、

市の内部公益通報制度により通報することができます（同制度における通報方法：電子メール

又は書面を高松市公正職務審査会に提出（原則として提出者の氏名を明らかにする必要があり

ます。）⇒メールアドレス：naibu.tuho.shinsakai@nifty.com 書面提出の場合の宛先：総務

局コンプライアンス推進課内高松市公正職務審査会）。 

※ 市の内部公益通報制度について定めた「高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関

する条例」と同条例の施行規則（いずれも総務局コンプライアンス推進課所管）は、契約監理

課ホームページに掲載しています。 
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（「業務に関し不正又は不誠実な行為」に該当する行為を例示する告示の公表） 

第１９条 平成２４年６月１日から、高松市指名停止等措置要綱の別表の措置要件第２６号にあ

る「業務に関し不正又は不誠実な行為」について、これに該当する行為を例示する告示を下記

のとおり定め公表しています。御留意ください。 

高松市指名停止等措置要綱別表第２６号を適用し指名停止をする場合の運用基準(抄) 

１ 要綱別表第２６号の「不正又は不誠実な行為」とは、中央公共工事契約制度運用連絡協議

会による「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会

モデルの運用申合せ」の例によるもののほか、有資格業者である個人又は有資格業者の役員

若しくは使用人の、その業務に関する次に掲げる行為その他の著しく信頼関係を損なう行為

をいう。 

（１）予定価格、最低制限価格等の秘密情報の提供を要求する行為等入札の公正を害すべき

行為 

（２）入札に参加するに際し担当職員の指示に従わない等入札の秩序を乱す行為 

（３）監督又は検査の実施に当たり市職員の職務執行を妨げる行為 

（４）市職員に対する脅迫的な言動又は暴力的な行為 

（５）執拗な抗議等を行い、市職員の執務を妨害する行為 

（６）暴力団等から不当要求行為を受けた場合の報告義務違反 

（７）市職員による経理上の不正又は不当な行為への関与 

（著作権について） 

第２０条 本業務で作成した資料の著作権は、全て高松市に属するものとする。 

（疑義の解釈） 

第２１条 本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項に

ついては、発注者と受注者で協議の上、これを定める。 

（個人情報の保護） 

第２２条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取扱う場合は、別記「個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 


